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子育て支援サポーター（提供会員）として、サポー
トに必要な知識と技術を身につけていただくための講
習会です。あなたのサポートを必要としているお父さ
ん・お母さんのために、空いた時間や子育て経験を生
かしてみませんか。子育てサポーターの登録に関係な
く、子育てに関心がある人の参加も大歓迎です。
▶日程　６月25日㈭、26日㈮
▶時間　９:00～16:00
▶場所　保健福祉センター
▶内容　小児看護の基礎と知識、心の発達とその問題、

子どもの栄養と食生活、子どもに対する応急
処置など

▶対象　健康で子どもが好きな20歳以上の市民
▶定員　先着15人
▶申込方法
ファミリーサポートセンター「スマイ
リー」公式LINE（右のＱＲコード）、
電話、Ｅメール

問ファミリーサポートセンター「スマイリー」
☎39-7515（月～金曜：９:00～18:00、土曜：
10:00～17:00）
Ｅメール smiley.hashimoto@outlook.jp

それいけ！わんパーク
【福祉課】

手遊びなど楽しいイベントが目白押し。広い体育館
の中でたくさんの遊具を使って自由に遊ぶことができ
ます。
▶日時　５月18日㈪　10:00～11:30
▶場所　県立橋本体育館
▶対象　市内在住の未就園児と保護者
▶費用　一家族につき100円（傷害保険代）
問福祉課 社会福祉係 ☎33-3708

子育てに関心のある人はどなたでもご
参加ください。
▶子育て講座「乳幼児期の子育てで大切
にしたいこと」
●日時　５月14日㈭　10:00～12:00
●場所　教育文化会館
●定員　先着10人

※申込み多数の場合キャンセル待ち
●参加費　無料
▶親子で作ろう！焼かない陶芸にチャレンジしよう！
●日時　５月16日㈯　10:00～11:30
●場所　保健福祉センター
●定員　先着８組（小学生の子どもと保護者）

※申込み多数の場合キャンセル待ち
●参加費　300円
▶申込方法　
申込みフォーム（上のＱＲコード）、電話

問家庭教育支援チーム ヘスティア ☎33-2129

令和８年度「低学年のための親子科学教室」
【中央公民館】

科学の不思議を楽しく体験できる教室です。
▶日時（６月から全10回開催予定）
原則第３土曜日の13:30～15:30
▶場所　教育文化会館
▶対象　小学校１～３年生の児童と保護者
▶定員　15組
▶参加費　１回200円（教材費）
▶申込方法
申込みフォーム（右のＱＲコード）
▶申込期限　５月22日㈮
▶その他
●原則として、全ての回に参加できる人が対象です。
●申込み多数の場合は抽選を行い、結果は申込者全
員にお知らせします。

問中央公民館 ☎32-0034

子育て支援サポーター講習会
【こども課】

・・・・・・　子 ど も　・・・・・・

事業者のための経営相談（よろず相談）

ヘスティア主催講座
【家庭教育支援室】

▶日程　原則毎月第１火曜日
▶時間　１回60分。詳しくは和歌山県よ

ろず支援拠点ホームページ（上の
ＱＲコード）をご覧ください。

▶場所　橋本商工会議所

▶申込方法　
和歌山県よろず支援拠点ホームペ―ジ内の申込みフォー
ム、電話

問和歌山県よろず支援拠点（公益財団法人わかやま産業振
興財団内） ☎073-433-3100

「よろず支援拠点」は国が全国に設置する無料の経営相談所です。商売をしている人
（創業前・創業間もない人を含む）の売上拡大・経営改善などのお悩みや、ＩＴ・チラ
シ等販促物見直しに関する相談に事前予約制で対応します。
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下水道への接続はお早めに
【下水道課】

下水道が使えるようになった区域でも、下水道への
接続が済んでいない家庭が残っています。未接続のま
まだと、浄化処理されていない生活排水がそのまま川
へ流れる場合もあり、紀の川などの公共水域の水質が
悪化する原因となります。
また、整備済の区域の接続率が伸びないと、下水道

管などの維持管理費にも影響を及ぼします。生活環境
を向上させ、次世代へ美しい紀の川などを引き継ぐた
めにも、下水道整備済区域にお住まいで未接続の皆さ
んは下水道への接続をお願いします。
市では、下水道に接続するための各種助成制度を設

けていますので、ぜひ活用してください。申請の方法
など、詳しくは下記へお問合せください。
問下水道課 計画係 ☎33-3160

飼い主のいない猫に関する補助金について
【生活環境課】

令和８年４月１日から「橋本市飼い主のいない猫不
妊去勢手術補助金」が始まりました。飼い主のいない
猫の繁殖を抑制することにより、市内の良好な生活環
境の保全と公衆衛生を図るため、予算の範囲内におい
て不妊去勢手術に必要な費用を補助します。
問生活環境課 生活衛生係 ☎33-6100

・・・・・・　人 権　・・・・・・
６月１日は「人権擁護委員の日」です

【人権・男女共同推進室】
全国人権擁護委員連合会では、人権擁護委員法が施

行されたこの日を「人権擁護委員の日」と定め、特設
人権相談所の開設や、地域住民の皆さんに人権への理
解を深めていただくための活動に取組んでいます。
問人権・男女共同推進室 ☎33-1229

例年、空き地の不適切な管理によって雑草が生い茂
り、多くの相談が市へ寄せられています。空き地の雑
草などを放置していると、周辺の景観を損ねるだけで
なく、火災や害虫の発生源にもなります。
市では、「橋本市空き地の適切な管理に関する条

例」に基づき、土地所有者に対し適切な管理を促して
います。また、農業従事者の高齢化や後継者不足によ
り、耕作放棄地や遊休農地が増えています。農地につ
いても空き地と同じように、近隣の皆さんに迷惑をか
けないよう、適切な管理をお願いします。
問●生活環境課 生活衛生係 ☎33-6100
●農林振興課 農業委員会係 ☎33-1503

橋本市指定給水装置工事業者が新たに指定
されました 【水道施設課】
▶昨年度中新たに指定された事業者
●こにし設備（隅田町中島） ☎34-1076
●㈱Mavericks（松原市）☎072-349-2551
●㈱第一テック（田辺市） ☎0739-26-2300
●㈱ユー・テクノサービス（和歌山市）
☎073-462-1340

●栄雅工業（吉原） ☎26-7110
問水道施設課 ☎33-2861

水道水の濁り対策について
【水道施設課】

夏場になると、水道水の温度上昇などが原因で水が
濁ってしまうことがあります。そこで水路などに設置
している排水口から排水して水道管内での水の滞留を
なくし、水の温度を一定に保っています。このため、
普段は水が流れていない水路などで水が流れている場
合があります。
問水道施設課 ☎33-2861

空き地などの適切な管理について
【生活環境課】

・・・・・・　水道・環境　・・・・・・

▶応募資格
●市内在住、在勤の18歳以
上の女性

●18歳以上の女性で組織す
る市内の団体

▶登録期間
随時受付けています。

市では、政策・方針決定過程への女性の参画を促進し、多様な意見を市政に反映さ
せるため、橋本市女性人材リストへの登録者を募集します。

▶登録方法
登録フォーム（上のＱＲコード）または、下記窓口で配布している申
込書（市ホームページからも入手可）に必要事項を記入の上、直接お
持ちいただくか、郵送またはＥメールで提出してください。

問〒648-8585（住所記載不要）
橋本市 総合政策部 人権・男女共同推進室 ☎33-1229
Ｅメール jinken@city.hashimoto.lg.jp

女性人材リストへの登録者を募集しています
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